
 
 
 

関西電力株式会社高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の
発電用原子炉設置変更許可について（案） 

―津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応― 
 

令和２年１２月２日 

原子力規制委員会 

 

１．経緯 

原子力規制委員会は、令和元年９月２６日に、関西電力株式会社（以下「関西

電力」という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８

第１項の規定に基づき提出された高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書を受理した。また、令和２年８月２０日、令和２年９月３日及び令和２年１０

月５日に、関西電力から当委員会に対し補正書の提出がなされた。 

当委員会は、本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の

６第１項各号のいずれにも適合しているものと認められることから、令和２年

１０月１４日の第３２回原子力規制委員会において、審査の結果の案を取りま

とめ、審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集を行うとともに、原子力委員

会及び経済産業大臣の意見を聴取することとした。 

今般、審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果並びに原子力委員

会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、本申請に対する設置変更許可

の可否について判断を行うこととする。 

なお、本件の審査においては、令和元年度第１３回原子力規制委員会において

決定した方針に従い、火山事象に係る「想定される自然現象」について、既許可

の想定を前提として、本申請についての基準適合性を判断したところである。 

 

２．審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果 

（１）結果概要 

① 期間：令和２年１０月１５日～令和２年１１月１６日（３３日間） 

② 対象：関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審

査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及

び第４号関連）（案） 

③ 総数：６件1 

 

（２）御意見の概要及び考え方 

寄せられた御意見の概要及び当該御意見への考え方を、以下のとおり取り

まとめる。 

                                                   
1 意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づくもの。 

資料３ 
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（別紙１）関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関

する審査書（案）に対する御意見への考え方（案） 

（別紙２）審査書（案）に対する直接の御意見ではないが関連するものへ

の考え方（案） 

 

３．審査の結果について  

審査書については、寄せられた御意見を踏まえ、別紙３添付のとおりとする。

本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るも

のに限る。）第３号及び第４号に適合しているものと認められるとの結論に変更

はない。 

以上のことから、別紙３のとおり審査の結果を取りまとめる。 

 

４．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３

の６第３項の規定に基づき、同条第１項第１号に規定する許可の基準の適用に

ついて原子力委員会の意見を聴いたところ、別紙４のとおり「本件申請について

は、（略）当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと

認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当である」との回答があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、経済産業大臣の意見を聴い

たところ、別紙５のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

６．発電用原子炉設置変更許可処分について 

以上を踏まえ、本申請が原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準

用する同法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準のいずれにも適

合していると認められることから、同法第４３条の３の８第１項の規定に基づ

き、別紙６のとおり許可することとする。 

 
７．対策の完了期限等 

（１）令和元年度第２０回原子力規制委員会における了承事項 

「本新知見2に係る設置変更の許可を行う際、安全性への影響、被規制者が

対応するために必要な期間等を総合的に判断して、本新知見の反映を完了

させるべき期限を設定するとともに、他の審査・検査案件の取扱いを定め

る。」 

 

（２）現状 

 取水路防潮ゲート４門のうち２門が閉止している状態が維持されて

いる限りにおいては、本件津波によって高浜発電所が有意な影響を受

                                                   
2 「隠岐トラフ海底地すべり」による津波警報が発表されない可能性のある津波（以下「本件津波」とい

う。）に関する知見 
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けるおそれがある状況にはない。（令和元年度第１６回原子力規制委

員会資料２、第２０回原子力規制委員会資料２ 参照） 

 関西電力は、本新知見を踏まえた対策を完了させるまで、取水路防潮

ゲートの２門閉止状態を維持するとしている。（参考資料２参照） 

 取水路防潮ゲートの２門閉止状態を維持することは、保安規定で担保

されている3。 

 

（３）今後の進め方 

 関西電力は、取水路防潮ゲート３門以上を開ける前に本新知見を踏ま

えた対策を完了させること4。 

 対策の完了は、原子力規制検査において確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 平成２７年１０月９日付の変更認可後の高浜発電所保安規定において、次のとおり規定されており、取

水路防潮ゲートの２門閉止状態を終了するためには、保安規定の変更認可が必要となる。 

 ・「取水路防潮ゲート４門のうち、片系列２門については、常時閉止運用とする。」 
4 対策が完了した後は、保安規定を変更した上で取水路防潮ゲート３門以上を開状態にすることが可能と

なる。また、他の審査・検査案件も本新知見を踏まえ基準適合性を判断する。 
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［附属資料一覧］ 

 

参考資料２ 第９２３回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（令 

和２年１１月２６日開催）資料２（抜粋） 

 

 

 

別紙１ 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審

査書（案）に対する御意見への考え方（案） 

別紙２ 審査書（案）に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考

え方（案） 

別紙３ 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基

準への適合について（案） 

添付 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の

変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技

術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（修正案）

別紙４ 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１

号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）について（答申）

別紙５ 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１

号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の

聴取について（回答） 

別紙６ 高浜発電所の発電用原子炉の設置変更（１号、２号、３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）について（案） 

参考資料１ 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審

査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４

３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び

第４号関連）（修正案）（令和２年１０月１４日意見募集版からの変

更見え消し） 
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関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

  

別紙１ 
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Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

 審査書案 p.２０ 

「基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止の

判断について、潮位観測システム（防護用）のうち２台の潮位

計の観測潮位が閉止判断基準に到達したことを確認した場合に

取水路防潮ゲートを閉止する等の手順を整備する」としている。

これは安全側に立った手順とはいえない。１台の潮位計だけで

も観測潮位が閉止判断基準に到達したことを確認した場合に取

水路防潮ゲートを閉止する等を行うべきである。「２台の潮位計

の観測潮位が閉止判断基準に到達したことを確認した場合に取

水路防潮ゲートを閉止する等の手順を整備する」ことを「設置

許可基準規則に適合するものと判断」するのは不適当である。 

 

 原子炉を自動で停止させるような安全機能の重要度が高い設備に

ついては、基準値への到達の確実な検知の観点及び誤検知防止の観

点から、３台以上の設備を設け、そのうち２台以上が検知すること

で判断する設計とすることが基本的な考え方です。 

審査においては、上記の考え方を踏まえ、潮位観測システム（防護

用）について、潮位計を４台設置し、そのうちの２台で潮位計の観

測潮位が閉止判断基準に到達したことを確認した場合に取水路防

潮ゲートを閉止することを確認しています。また、４台の潮位計に

ついては、各々を、電源を含めて独立させることで、潮位変動の検

知に対する信頼性を確保していることを確認しています。 

さらに、通常の潮位変動による誤検知の有無を確認するため、既許

可申請に係る審査において確認した３台の潮位計について、過去７

年間の潮位変動を調査した結果、取水路での作業やクラゲ襲来時の

取水路への排水により、閉止判断基準として設定した潮位変動を１

台の潮位計で観測された事例が１００件程度ありましたが、２台の

潮位計で観測された事例はありませんでした。 

以上により、基準津波３及び基準津波４による潮位変動を確実に検

知する一方で、津波以外の潮位変動による誤検知を防止する観点か

ら２台の潮位計の観測潮位により津波の襲来を確認する設計の妥

当性を確認しました。 

 

 

Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 審査書案 p.２０ 

中央制御室における津波監視について、１号及び２号炉中央制

 審査において、中央制御室間の連携については、無線設備により、

それぞれの中央制御室において、すべての潮位計を監視し、閉止判
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Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

御意見の概要 考え方 

御室と３号及び４号炉中央制御室の連携により、閉止判断基準

に到達したことを確認して、取水路防潮ゲートの閉止操作機能

を有する１号及び２号炉中央制御室において取水路防潮ゲート

の閉止操作を行うとしている。しかし、中央制御室間の連携を

非常時においてリアルタイムで確実に行える保証はない。衛星

電話は災害に強いとされるが、激しい降雨、太陽雑音で回線品

質が劣化する場合がある。中央制御室間の連携を必要とする取

水路防潮ゲートの閉止操作を、「設置許可基準規則に適合するも

のと判断」するのは不適当である。 

 

断基準に到達したことが確認できる設計であること、さらに、固定

電話等を用いて中央制御室間で連携できる設計であることを確認

しています。そのうえで、中央制御室間の連携をより確実にするた

め、衛星電話（津波防護用）を津波防護施設として１号及び２号炉

中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御室にそれぞれ３台ずつ

設置することで多重化し、かつ、アンテナ及び電源については独立

性を確保する設計であることを確認しています。これらのことか

ら、中央制御室間で連携して津波監視ができることの妥当性を確認

しました。 

 

 
審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ３ページの７行目「以下のとおりとする。」は「以下のとおりと

している。」のほうが良いと思います。 

 

 ９ページの（７）の２行目「（２）」について：崩壊について述

べているのは（４）ではないのか？ 

 

 

 

 

 ９ページの（７）の６行目「以上のことから、」は「しかしなが

ら、」などのほうが良いと思います。（７）の６行目までの前段

の記載内容から６行目以降の後段の記載内容は導かれないと思

うので。 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 御意見にある９ページの（４）は、津波水位評価について記載して

います。（７）中の「（２）に示すとおり」との引用については、（２）

３行目から始まる「海底地すべりの崩壊規模については、崩壊部の

鉛直断面積をもとに崩壊規模を順位付けした。」が該当箇所です。

そのため、原案のとおりとします。 

 

 御意見にある９ページの（７）の６行目「以上のことから、」以降

の記載については、（７）の前段の記載だけでなく、（６）まで記載

している評価結果を踏まえての記載であるため、明確化のため、「以

上のことから」以降は（８）として、構成を修正し、「（８）（１）か
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 

 

 

 １０ページの５行目「各ポンプ室」は、７ページの１．（２）の

２行目「各海水ポンプ室」と同じものを指しているのか？ 

 

 

 

 １１ページの２．（１）丸数字１の「敷地周辺における河川の存

在」について：津波ガイドは、敷地における河川の存在につい

ても言及しているのではないか？（ガイドの２４ページの４行

目） 

 

 １３ページの（１）の２行目「図等に明示」は後段に記載が無

いが確認したのか？ 

 

 

 

 

 １３ページの（１）の３行目「示している」は「要求している」

のほうが良いと思います。他の箇所と同様に。 

 

 

 １４ページの７行目と８行目の間の空白行は不要ではないか？ 

 

 １７ページの最下行から上に４行目「約 3.7mm」は、異物逃し溝

ら（７）を踏まえ、崩壊規模（中略）取水可能水位を下回る可能性

があるとしている。」とします。 

 

 「各海水ポンプ室」とは、１号炉海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ

室及び３、４号炉海水ポンプ室を示しています。これらに加えて、

３、４号炉循環水ポンプ室を合わせて示すときは「各ポンプ室」と

しています。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 

 

 高浜１号炉及び２号炉の申請書（添付書類八「第 1.4.4 図 敷地の

特性に応じた津波防護の概要」）並びに高浜３号炉及び４号炉の申

請書（添付書類八「第 1.5.4 図 敷地の特性に応じた津波防護の概

要」）において、津波防護の概要を明示していることを確認してい

ます。 

 

 ガイドについては、設置許可基準規則及びその解釈とは異なり要求

事項ではないことから、審査書の統一的な記載方針として「示して

いる」を用いているため、原案のとおりとします。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 約 3.7mm については、異物逃がし溝の主な寸法のうち、主軸から軸
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

の深さ及び幅の寸法を指していると理解してよろしいか？ 

 

 １７ページの最下行「数 mm 以上」は「粒径数 mm 以上」のほう

が良いと思います。 

 

 １８ページの（６）の２行目「機能を確実に確保することを示

している」について：津波ガイドは、「津波監視設備を設置する

ことを要求している」のではないのか？ 

 

 １８ページの（６）の７行目「中央制御室」は「１号及び２号

炉中央制御室」と明示的に記載したほうが良いと思います。 

 

 １８ページの（６）の１１行目「昼夜問わず」について：前段

に記載が無いが、申請書等には記載があるのか？ 

 

 

 

 

 

 １８ページの（６）の１１行目「原子炉制御室」は「中央制御

室」のほうが良いと思います。７行目の例と同様に。 

 

 ２０ページの最下行から上に６行目「１号炉及び２号炉の海水

ポンプ室」は「１号炉海水ポンプ室及び２号炉海水ポンプ室」

のほうが良いと思います。７ページの２２行目の例と同様に。 

 

受けまでの寸法を表します。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 ガイドについては、設置許可基準規則及びその解釈とは異なり要求

事項ではないことから、審査書の統一的な記載方針として「示して

いる」を用いているため、原案のとおりとします。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 津波監視設備のうち津波監視カメラについて、高浜 1号炉及び 2号

炉の申請書（添付書類八 1.4.1.7 津波監視）並びに高浜 3号炉及

び 4号炉の申請書（添付書類八 1.5.1.7 津波監視）において、「暗

視機能等を有したカメラを用い」と記載されています。また、御指

摘の「前段に記載が無い」という点については、「既許可申請で示

した方針」という記載に含まれています。 

 

 設置許可基準規則第２６条の用語を用いているため、原案のとおり

とします。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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5 
 

審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ２０ページの最下行から上に５行目「３号炉及び４号炉の海水

ポンプ室」は「３、４号炉海水ポンプ室」のほうが良いと思い

ます。７ページの２２行目の例と同様に。 

 

 ２２ページの４行目「上記の命令」と、６行目「上記命令」と

は、どちらかに字句を統一したほうが良いと思います。 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 

 趣旨に変わりはありませんので、原案のとおりとします。 

- 10 -



 
 

 

 

 

審査書（案）に対する直接の御意見ではないが 

関連するものへの考え方 

（案） 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

  

別紙２ 
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1 
 

御意見の概要 考え方 

【審査全般】 

 どの範囲までのリスクを想定するか、議論の余地はありますが、

福島のようなことにならないよう慎重に審査お願いします。 

 

【その他関連するご意見】 

 「サイバーセキュリティー対策」が重要な構造と、私し個人は思

います。例えばですが、「センサー技術、 ネットワーク技術、デ

バイス技術」から成る「CPS（サイバーフィジカルシステム）」の

導入により、「ゼネコン（土木及び建築）、 船舶、鉄道、航空機、

自動車、産業機器、家電」等が融合される構造と、私は考えます。

具体的には、「電波規格（エレクトロリカルウェーブスペック）」

及び「通信規格（トランスミッションスペック）」での「回線（サ

ーキット）」の事例が有ります。（ア）「通信衛星回線（サテライ

トシステム）」における「トランスポンダー（中継器）」から成る

「ファンクションコード（チャンネルコード及びソースコード）」

のポート通信での「DFS（ダイナミックフレカンシーセレクショ

ン）」の構造。（イ）「電話回線（テレコミュニケーション）」にお

ける基地局制御サーバーから成る「SIP サーバー（セッションイ

ニテーションプロトコル）」の構造。（ウ）「インターネット回線

（ブロードバンド）」における ISP サーバーから成る「DNS サー

バー（ドメインネイムシステム）」の構造。（エ）「テレビ回線（ブ

ロードキャスト）」における「通信衛星回線、電話回線、インタ

ーネット回線」の構造。具体的には、「方式（システムスペック）」

での「回線（サーキット）」の事例が有ります。（ア）「3G（第 3世

代）」における「GPS（グローバルポジショニングシステム）」か

ら成る「3GPP 方式（GSM 方式及び W-CDMA 方式）」の構造。（イ）

「4G（第 4世代）」における「LTE 方式（ロングタームエボリュー

【審査全般】 

 審査においては、科学的・技術的見地から慎重に基準への適合性

について確認しています。 

 

【その他関連するご意見】 

 今回の意見募集は関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設

置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の

変更）に関する審査書（案）に対する科学的・技術的意見が対象で

す。 
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2 
 

御意見の概要 考え方 

ション）」から成る「Wi-Fi（ワイアーレスローカルエリアネット

ワーキング）」の構造。（ウ）「5G（第 5世代）」での「NR（New Radio）」

における「MCA 方式（マルチチャンネルアクセス）」から成る「DFS

（ダイナミックフレカンシーセレクション）」の構造。具体的に

は、「情報技術（IT）」及び「人工知能（AI）」での「回線（サーキ

ット）」の事例が有ります。（ア）クラウドコンピューティングで

は、「ビッグデータ（BD）」から成る「データーベース（DB）」の導

入により、IT ネットワークの構造。例えばですが、ファイアーウ

ォールにおける強化では、ルーターとスイッチを挟み込む様に導

入する事で、「クラウド側（プロバイダー側）←ルーター⇔ファ

イアーウォール⇔スイッチ→エッジ側（ユーザー側）」を融合す

る事で、ハードウェアーの強化の構造。（イ）エッジコンピュー

ティングでは、Web 上における「URL（ユニフォームリソースロケ

ーター）」での「HTML（ハイパーテキストマークアップラングエ

ッジ）」から成る「API（アプリケーションプログラミングインタ

フェース）」に導入により、「HTTP 通信（ハイパーテキストトラ

ンスファープロトコル）」における暗号化によるソフトウェアー

での「HTTPS（HTTP over SSL/TLS）」の融合により、AI ネットワ

ークの構造。具体的には、「サイバー空間（情報空間）」及び「フ

ィジカル空間（物理空間）」での「回線（サーキット）」の事例が

有ります。（ア）「サイバー空間（情報空間）」では、「SDN/NFV」に

おける「仮想化サーバー（メールサーバー、Web サーバー、FTP 

サーバー、ファイルサーバー）」から成る「リレーポイント（中

継点）」での「VPN（バーチャルプライベートネットワーク）」が

主流な構造。（イ）「フィジカル空間（物理空間）」では、「AP（ア

クセスポイント）」が主流な構造。要約すると、「ボット（機械に

おける自動的に実行する状態）」による「DoS 攻撃」及び「DDoS 攻
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3 
 

御意見の概要 考え方 

撃」でのマルウェアーにおける「C＆Cサーバー（コマンド及びコ

ントロール）」では、「LG-WAN（ローカルガーブメントワイドエリ

アネットワーク）」を導入した「EC（電子商取引）」の場合では、

クラウドコンピューティング及びエッジコンピーティングにお

ける「NTP（ネットワークタイムプロトコル）」の場合では、「検

知（ディテクション）⇒分析（アナライズ）⇒対処（リアクショ

ンメソッド）」での「サイバーセキュリティー対策」が重要と、

私は考えます。 

 

 再稼働させれば、使用済み核燃料など、核のゴミが大量に出る。

処分方法も確立されていない現在、ゴミが安全になるまで十万年

間、安全に保管することは、不可能である。高浜１号機及び２号

機は稼働から 40 年以上経過した原発である。更に 20 年間稼働を

延長しようとしているが、全世界で 60 年間稼働した原発はない。

日本は世界有数の地震、火山、台風等の自然災害の多い国である。

地球温暖化で今後、台風の巨大化、記録的豪雨等が予想される。

３号機、４号機を含め、原発を再稼働させるのは、非常に危険で

ある。また、孫、曾孫など将来の世代に非常に危険な負の遺産を

残すことになる。以上の理由により高浜１号機、２号機、３号機

及び４号機の再稼働に絶対反対である。これ以上、核のゴミを増

やさないように、即廃炉にすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 
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関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の

変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律に規定する許可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３５号（２０２０年８月２０日付け関

原発第２６７号、２０２０年９月３日付け関原発第３０３号及び２０２０年１

０月５日付け関原発第３４０号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 

取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第

１項の規定に基づき提出された高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３

の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の

基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、１号及び２

号発電用原子炉施設については平成２８年４月２０日付けで許可を受け

【別紙３】 
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た記載を適用するという方針に変更はないこと、並びに３号及び４号発電

用原子炉施設については平成２７年２月１２日付けで許可を受けた記載

を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め

られる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る潮位計他追加設置工事（１号、２号、３号及び４

号炉共用）に要する資金については、自己資金、社債及び借入金により調達す

る計画としている。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資

金の状況、調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。この

ことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために

必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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 （修正案）  
 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

 添付 

- 17 -



 

   
 

- 18 -



 

 
 

 

 
目次 

 
Ⅰ はじめに ............................................................................................................................... 1 
Ⅱ 変更の内容............................................................................................................................ 3 
Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力.............................................................. 4 
Ⅳ 設計基準対象施設 ................................................................................................................. 5 

Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） ..................................................................... 6 
Ⅳ－１．１ 基準津波 ......................................................................................................... 6 
Ⅳ－１．２ 耐津波設計方針 ............................................................................................ 10 

Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） ..................................................................................... 19 
Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） .......................................................................... 20 

Ⅴ 審査結果 ............................................................................................................................. 21 

 
  

- 19 -



 

1 
 

Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭

和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第

１項に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委

員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「高浜発電所発電用原子炉設置

変更許可申請書（1号、2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の変更）」（2019 年

9 月 26 日申請、2020 年 8 月 20 日、2020 年 9 月 3 日及び 2020 年 10 月 5 日補

正）（以下「本申請」という。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以

下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を

設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、

技術的能力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に

適合するものであること。） 

 
なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉

が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理

的基礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の

体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関

する審査結果は、別途取りまとめる。 

 
２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能

力に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関す

る審査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能

力指針」という。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技

- 20 -
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発第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重

大事故等防止技術的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 

日原子力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及

び実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制

委員会決定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。）。 

同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈にお

いて規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準（原規技発第 1306195 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決

定））に適合しているかどうかについても確認した。 

 
また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイドを参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」とい

う。） 

 
３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力

指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査

内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、

文章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 
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Ⅱ 変更の内容 
申請者は、高浜発電所（以下「本発電所」という。）における基準津波として津波

警報等が発表されない可能性のある「隠岐トラフ海底地すべり」を波源とする津波

を追加し、あわせて、本発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の津波による損

傷の防止に関連する記載事項並びに津波防護施設に関連する記載事項の一部を変

更するとしている。 

具体的には、以下のとおりとしている。 
１．基準津波について、令和 2 年 1 月 29 日付け原規規発第 2001292 号をもって

許可した本発電所の発電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」とい

う。）の基準津波１及び基準津波２に加えて、新たに津波警報等が発表されな

い可能性のある津波として、基準津波３及び基準津波４を策定する。各基準津

波は以下のとおりである。 
（１）津波警報等が発表される津波波源のうち、取水路防潮ゲートが閉止され

る波源である基準津波 
・基準津波１「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）

の組み合わせによる津波」 
（２）津波警報等が発表される津波波源のうち、取水路防潮ゲートが閉止され

ない波源である基準津波 
・基準津波２「ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と陸上地すべり（No.14）の組

み合わせによる津波」 
（３）津波警報等が発表されない可能性のある津波波源である基準津波 
・基準津波３「隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）による津波」 
・基準津波４「隠岐トラフ海底地すべり（エリアＣ）による津波」 

２．基準津波３及び基準津波４は、遡上波の敷地への到達、流入及び水位低下に

よる海水ポンプへの影響（以下「施設影響」という。）を及ぼすおそれがある。

そのため、潮位観測システム（防護用）を設置し、津波の潮位変動を観測し、

津波襲来の判断基準に到達した場合、1号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及

び 4号炉中央制御室の連携により、取水路防潮ゲートを閉止する等の運用を実

施し、施設影響を防止する。 

３．そのため、設置する潮位観測システム（防護用）について、取水路上の異な

る 4か所の水位変動を連続して観測できる運用とするとともに、津波防護施設

に位置付けた上で、安全上の重要度分類を、取水路防潮ゲートと同等とする。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、既許可申請からの変更はないとしている。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 
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Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

 
本申請の経緯は以下のとおりである。 

平成 31年 1 月 16 日に開催された第 53 回原子力規制委員会において、平成 30 年

12 月にインドネシア・スンダ海峡で発生した火山現象による津波被害に関連し、申

請者に対して本発電所の津波警報が発表されない可能性のある「隠岐トラフ海底地

すべり」による津波について、取水路防潮ゲートが開状態での遡上評価、津波によ

る海水ポンプ等の重要な設備への影響等の確認を求めることとした。 

原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和元年 5月 29 日に申請者から評

価結果の提出を受け、同年 6 月 13 日に規制委員会の山中委員及び石渡委員出席の

もと「警報が発表されない可能性のある津波への対応の現状聴取に係る会合」（以

下「現状聴取会合」という。）において当該評価結果について説明を受けるととも

に、その内容について確認を行った。 

規制委員会は、規制庁から、その結果を令和元年 7 月 3 日に開催された第 16 回

原子力規制委員会において報告を受け、本発電所における津波影響評価において、

「隠岐トラフ海底地すべり」による取水路防潮ゲート開状態での津波は、基準津波

として選定される必要があり、適切な期間内に基本設計ないし基本的設計方針を変

更するための設置変更許可申請が行われる必要があるとの規制庁の評価について、

了承した。 

これを受けて、申請者は、令和元年 7 月 16 日に、当該事項に係る本発電所の設

置変更許可申請を行うことを規制庁に伝え、本申請に至ったものである。 

 

申請者は本申請において、現状聴取会合における確認の経緯も踏まえ、「Ⅱ 変

更の内容」に示したとおり、基準津波の追加、取水路防潮ゲートの運用変更及び潮

位観測システム（防護用）の設置を行うとしている。 

 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） 

Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

 
なお、申請者は、潮位観測システム（防護用）の設置に関連する第３条（設計基

準対象施設の地盤）、第４条（地震による損傷の防止）、第６条（外部からの衝撃に

よる損傷の防止）、第７条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）、第８
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条（火災による損傷の防止）、第９条（溢水による損傷の防止等）及び第１０条（誤

操作の防止）（以下「第３条等」という。）に関する既許可申請の設計方針、並びに

重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力に関しては、既許可申請

の内容を変更しないとしている。 

これに対し規制委員会は、第３条等に関する既許可申請の設計方針、並びに重大

事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力について変更を要さないこ

とを確認している。 

 
規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

第５条は、設計基準対象施設について、基準津波に対して安全機能が損なわれる

おそれがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 基準津波 

１．基準津波の策定方針等 

２．海底地すべりによる津波 

３．基準津波の策定等 

Ⅳ－１．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

２．基本事項 

３．津波防護の方針 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

 
規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波につい

て、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、

地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定
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することを要求している。また、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、

斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定し、

不確かさを考慮して数値解析を実施し、策定することを要求している。 

申請者は、本申請において、既許可申請で策定した基準津波１及び基準津波２に

加え、基準津波３及び基準津波４を策定している。また、基準津波の策定に当たっ

ては、「１．基準津波の策定方針等」に示すとおり、基準津波の策定方針及び基準津

波策定のための津波水位評価における条件を整理している。 

 
規制委員会は、申請者が実施した津波評価の内容について審査した結果、本申請

において策定された基準津波３及び基準津波４は、地震以外の要因である海底地す

べりによる津波であり、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して数値解析を実施し、適切に策定されていることから、解釈別記３の規

定に適合していることを確認した。 

 
１．基準津波の策定方針等 

申請者は、本申請において、基準津波を追加するに当たり、基準津波の策定

方針及び基準津波策定のための津波水位評価における条件のうち、津波警報等

が発表されない可能性のある津波について、以下のとおりとしている。 

（１）基準津波は、敷地遡上の防止及び海水ポンプの取水性確保の観点から、

各評価点において本発電所への影響が大きい波源を策定する。津波警報等

が発表されない場合には取水路防潮ゲートを閉止することができないの

で、取水路からの津波侵入によって取水路防潮ゲート内において水位変動

が比較的大きくなることを踏まえ、評価点を次のとおりとした。 

・1号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室、3,4 号炉海水ポンプ室及び 3,4

号炉循環水ポンプ室 

（２）上記のいずれかの評価点において水位が敷地高さを上回る波源、又は、

各海水ポンプ室のうちいずれかの評価点において海水ポンプの取水可能

水位を下回る波源がある場合には、当該波源全てを基準津波として策定す

る。 

（３）津波に伴う水位変動の評価における計算手法、計算領域及び地形モデル

は、既許可申請と同様とした。ただし、津波警報等が発表されない場合に

おいて、水位下降側の評価では、循環水ポンプ及び海水ポンプが全て稼働

した条件とする。また、水位が敷地高さを上回る波源又は海水ポンプの取

水可能水位を下回る波源を確認するための評価水位は、計算水位に潮位条

件（バラツキを含む。）及び高潮裕度を加えたものとする。 
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２．海底地すべりによる津波 

解釈別記３は、地震以外の要因による津波について、地すべり、斜面崩壊そ

の他の地震以外の要因を考慮し、津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの

設定に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津波に係る調査及び津波

の伝播経路に係る調査を行うことを要求している。また、基準津波の策定に当

たっては、適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確かさの考慮に当た

っては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確か

さの要因及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いに

よる不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。 

申請者は、地震以外の要因である海底地すべりによる津波評価の内容を以下

のとおりとしている。 

（１）文献調査の結果、地震以外を要因とする日本海における津波の記録とし

ては、火山現象に伴う山体崩壊を要因とする 1741 年渡島沖の津波がある

ものの、その他に海底地すべり等、地震以外の要因による津波の記録は認

められなかった。 

（２）海底地すべりについては、徳山他（2001）により示された隠岐トラフ付

近に分布する海底地すべり地形群について、文献調査に加え既往の海上音

波探査記録の再解析を行い、検討対象の海底地すべりを抽出した。海底地

すべりの崩壊規模については、崩壊部の鉛直断面積をもとに崩壊規模を順

位付けした。抽出した海底地すべりについて位置及び向きにより 3つのエ

リア（エリアＡ、Ｂ、Ｃ）に分け、算出した鉛直断面積に基づき、エリア

毎に海底地すべりの津波評価を実施した。 

（３）海底地すべりによる津波シミュレーションにおいては、初期水位形状の

算出に際して、Grilli and Watts(2005)及び Watts et al.(2005)による予

測式（以下「Watts 他の予測式」という。）及び佐竹・加藤（2002）による

運動学的地すべりモデル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測

方法を用いた。また、水位評価に際して、非線形長波理論に基づく平面二

次元モデルを用いた。 

（４）（２）で抽出された海底地すべりのうち、各エリアで崩壊規模の最も大き

な海底地すべりについて、津波水位評価を実施した。その結果、エリアＢ

及びエリアＣにおける崩壊規模の最も大きな海底地すべりによる津波水

位が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可能水位を下回ると評価し

た。 

（５）（４）のとおり、エリアＢ及びエリアＣにおける崩壊規模の最も大きな海

底地すべりによる津波水位が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可

能水位を下回ることから、施設影響を及ぼすおそれのある波源を確認する
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ため、各エリアで崩壊規模の最も大きな海底地すべりに加え、エリアＢ及

びエリアＣそれぞれで崩壊規模が 2 位及び 3 位の海底地すべりについて

も、津波水位評価を実施した。また、エリアに関わらず、本発電所方向に

崩壊する海底地すべりについても津波水位評価を実施した。それらの評価

の結果、これらの津波で（４）に示す波源以外に水位が敷地高さを上回る

波源又は海水ポンプの取水可能水位を下回る波源はなかった。 

（６）これらの波源による各評価点での時刻歴波形を確認したところ、津波の

第 1波よりも第 2波以降の水位変動量が大きくなること、第 1波では施設

影響を及ぼすおそれがないものの、第 2波以降の水位変動により施設影響

を及ぼすおそれがあることを確認した。これらは、若狭湾における津波の

伝播特性によるものであることを確認した。 

（７）津波水位を評価した海底地すべりについては、その崩壊規模の算出に際

して、（２）に示すとおり、当該海底地すべりとして判読した地形の崩壊部

が一度に全て崩壊するものとして算出した。また、水位が敷地高さを上回

る又は海水ポンプの取水可能水位を下回る評価水位は、Kinematic モデル

による予測方法に基づくものであり、パラメータ設定に際して、Watts 他

の予測式から求まる最大伝播速度から算出した。 

（８）（１）から（７）を踏まえ、崩壊規模及び破壊伝播速度については、津波

水位評価に用いた設定値を下回るような部分的な崩壊や破壊伝播速度が

遅い崩壊である地すべりも発生する可能性があり、そのような場合も水位

が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可能水位を下回る可能性があ

るとしている。 

 
規制委員会は、申請者が実施した海底地すべりによる津波の評価については、

波源モデルの設定等に必要な調査を実施するとともに、不確かさを考慮して波

源の特性や位置等から考えられる適切な規模の津波波源を設定して適切な手

法で評価を行っていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認

した。 

 
３．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の時刻歴波形について、敷地前面海域の海底地形の

特徴を踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、

施設から離れた沿岸域における津波を用いることを要求している。また、砂移

動の評価に必要な調査を行い、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積

に対して取水口及び取水路の通水性が確保できることを要求している。 

申請者は、本申請による基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 
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（１）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となる

よう、既許可申請と同じ音海半島から北方に約 2 ㎞離れた海域の水深 55m

地点で定義した。 

（２）津波シミュレーションによる計算の結果から、「１．基準津波の策定方針

等」に示す策定方針に基づき、各ポンプ室で敷地高さを上回る水位及び海

水ポンプの取水可能水位を下回る水位となる「隠岐トラフ海底地すべりエ

リアＢ（Es－K5、Kinematic モデル）による津波」を基準津波３として策

定した。また、各ポンプ室で敷地高さを上回る水位となる「隠岐トラフ海

底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）による津波」を基準津

波４として策定した。 

（３）基準津波３及び基準津波４の水位評価においては、「２．海底地すべりに

よる津波」に示すとおり、崩壊規模及び破壊伝播速度を考えうる上限値で

設定しており、部分的な崩壊や破壊伝播速度が遅い崩壊となる可能性を考

慮すると、これらの値はより小さな値も取りうる可能性がある。そのよう

な場合でも水位が敷地高さを上回る波源又は海水ポンプの取水可能水位

を下回る波源となることは否定できないことから、基準津波３及び基準津

波４における崩壊規模及び破壊伝播速度は水位評価の際に用いた設定値

を上限として固定しないものとした。 

（４）基準津波定義位置における基準津波３による上昇側水位は最高 1.07m、

下降側水位は最低-1.14m である。また、基準津波４による上昇側水位は最

高 0.87m、下降側水位は最低-1.15m である。 

（５）基準津波３及び基準津波４に伴う砂移動の数値計算では、既許可申請と

同様に、藤井ほか（1998）及び高橋ほか（1999）の方法を用いて砂の堆積

厚を評価し、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないことを確認した。 

 
規制委員会は、本申請による基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏ま

え、各種の不確かさを十分に考慮して、適切な位置で適切に時刻歴波形として

策定されていること、また、基準津波による水位変動に伴う砂移動の評価が適

切に行われていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

 
Ⅳ－１．２ 耐津波設計方針 
１．防護対象とする施設の選定方針 

解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損な

われるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドは、重要な安全機

能を有する施設が、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計である

ことを基本方針として示している。 
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申請者は、防護対象とする施設の選定について、既許可申請で示した方針と

同じとしている。 

 
規制委員会は、防護対象とする施設の選定について、既許可申請で示した方

針から変更がないことを確認した。 

 
２．基本事項  

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及

び敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項についてそ

れぞれを網羅的に示すこととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水

域の評価並びに漂流物の評価において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高及び河川の存在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、既許可申

請で示した内容に加え、以下のとおりとしている。 

① 津波防護施設として、1 号及び 2 号炉中央制御室並びに 3 号及び 4 号

炉中央制御室に潮位観測システム（防護用）を設置する。 

② 津波監視設備として、2 号炉海水ポンプ室の東京湾平均海面（以下

「T.P.」という。）+7.1m の位置に潮位計を設置する。 

 
規制委員会は、申請者が、耐津波設計の前提条件として必要な事項であ

る敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用いて網羅

的に示しており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 
（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 

解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺

の地形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度、

伝播経路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り

込みを含め敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、

地震時の変状（地盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする

地形及び河川流路の変化が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす

影響を検討することを要求している。 
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申請者は、遡上解析について、既許可申請で示した方針と同じとしてい

る。 

 
規制委員会は、遡上解析について、既許可申請で示した方針から変更が

ないことを確認した。 

 
（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値解析により、各施設、設備等

の設置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として

設定することを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波

による港湾内の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを

要求している。 

申請者は、入力津波の設定について、既許可申請で示した内容に加え、

「Ⅳ－１．１ 基準津波」で新たに策定した基準津波３及び基準津波４を

対象とし、取水路防潮ゲートを閉止する条件で時刻歴波形を設定するとし

ている。 

また、基準津波３及び基準津波４の追加に伴って、既許可申請における

評価点のうち 3,4 号炉海水ポンプ室前面について、下降側の入力津波高さ

を T.P.-2.4m から T.P.-3.3m に変更するとしており、その他の評価点につ

いては、既許可申請で示した入力津波高さから変更しないとしている。 

 
規制委員会は、申請者が、入力津波の設定について、既許可申請で示し

た内容に加え、基準津波３及び基準津波４を対象とし、取水路防潮ゲート

を閉止する条件で時刻歴波形を設定するとしており、これらの方針が解釈

別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 
（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機

冷却海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も

考慮して保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う

広域的な地殻変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を

実施することを要求している。 

申請者は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たっての考慮事項である水位変動並びに基準津波１及

び基準津波２に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、既許
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可申請で示した内容と同じとしており、基準津波３及び基準津波４に伴う

地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、波源である隠岐トラフ海

底地すべりが地震に随伴するものではないため、発生しないとしている。 

 
規制委員会は、申請者が、水位変動及び地殻変動について、既許可申請

で示した内容に加え、基準津波３及び基準津波４に伴う地殻変動による敷

地の隆起又は沈降については、発生しないとしていることから、これらの

方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえて

いることを確認した。 

 
３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドは、津波防護の基本方針が敷地の特性に応じたものであるこ

と、また、津波防護の概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明

示することを示している。 

申請者は、津波防護の基本方針について、既許可申請で示した方針に加

え、以下の方針を示している。 

① 基準津波３及び基準津波４について、津波警報等が発表されない可能

性があること、津波の第 1波よりも第 2波以降の水位変動量が大きく

なること、第 1波の水位変動では施設影響を及ぼすおそれがないこと

及び第2波以降の水位変動により施設影響を及ぼすおそれがあること

を踏まえ、津波の第 1波の水位変動量が判断基準に到達した場合に循

環水ポンプ停止（プラント停止）後に取水路防潮ゲートを閉止する運

用（以下「取水路防潮ゲート閉止等の運用」という。）による津波防護

を実施する。 

② 基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運用

により施設影響を防止するため、津波防護施設として潮位観測システ

ム（防護用）を設置する。 

③ 取水路防潮ゲートを閉止する判断基準（以下「閉止判断基準」という。）

について、施設影響を及ぼすおそれのある津波を網羅的に確認できる

ように、また、平常時及び台風時の潮位変動の影響を受けないように、

隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模及び破壊伝播速度のパラメータ

スタディ並びに若狭湾における津波の伝播特性を踏まえた増幅比率

から算出した値に対し、不確かさとして潮位のゆらぎ等を考慮し、「潮

位観測システム（防護用）のうち 2台の潮位計の観測潮位がいずれも

10 分以内に 0.5m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に

- 32 -



 

14 
 

0.5m 以上上昇すること、又は、10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その

後、最高潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降すること」と設定する。

なお、潮位観測システム（防護用）に対する信頼性の確保については、

「Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係）」で記載している。 

 
なお、審査の過程において、申請者は、閉止判断基準について、「潮位計

3 台のうち 2 台以上の観測潮位が、10 分以内に 1m 以上下降し、その後、

最低潮位から 10分以内に 1m 上昇すること」としていた。 

これに対して規制委員会は、以下の内容を求めた。 

① 閉止判断基準について、水位変動の規模に影響する波源の特性値を変

化させた影響評価を行い、施設影響を及ぼすおそれのある津波を見逃

さない設定であることを示すこと。 

② 取水路防潮ゲートの閉止が完了してから施設影響を及ぼすおそれの

ある波が取水路防潮ゲート前面に到達するまでの余裕時間を示した

上で、取水路防潮ゲート閉止等の運用が成立することを示すこと。 

これに対し申請者は、以下の方針を示した。 

① 施設影響を及ぼすおそれのある津波を見逃さない条件とするため、閉

止判断基準について、崩壊規模及び破壊伝播速度のパラメータスタデ

ィを踏まえ、施設影響を及ぼすおそれのない津波のうち敷地高さをわ

ずかに下回る津波も含めた水位変動量を設定し、下降波の先行到達の

条件に加え、上昇波の先行到達の条件も考慮する。また、設計及び工

事の計画の認可申請において、基本設計では評価することができない

潮位計の計装誤差を考慮して入力津波を作成し、この入力津波の第 1

波の水位変動量を閉止判断基準で確認できるか評価する。 

② 取水路防潮ゲートの閉止が完了してから施設影響を及ぼすおそれの

ある波が取水路防潮ゲート前面に到達するまで約 3 分あることから、

取水路防潮ゲート閉止等の運用は成立する。 

 
規制委員会は、申請者が、津波防護の基本方針について、既許可申請で

示した方針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート

閉止等の運用を実施する方針としており、これらの方針が津波ガイドを踏

まえていることを確認した。 

 
なお、審査の過程において、規制委員会は、申請者の更なる安全性の向

上への取組として、津波の情報を早期に入手することにより取水路防潮ゲ
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ート閉止等の運用を行う時間的な余裕を確保するよう、本発電所の構外に

おける観測潮位の活用について検討することを求めた。 

これに対し申請者は、基準津波３及び基準津波４に対し可能な限り早期

に対応するため、本発電所構外の津居山地点の観測潮位（以下「本発電所

構外の観測潮位」という。）について活用することを示した。 

なお、本発電所構外の観測潮位を活用した場合には、本発電所構内の潮

位観測システム（防護用）のみを取水路防潮ゲート閉止等の運用に用いる

場合と比較すると、取水路防潮ゲートを閉止するまでの時間を約 4分短縮

できるとしている。さらに、津居山地点以外の本発電所構外における観測

潮位の活用についても、将来的な更なる安全性の向上への取組として検討

するとしている。 

 
（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設が設置された敷地において、

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないことを要求し

ている。また、取水路、放水路等の経路から流入させないことを要求して

いる。 

申請者は、遡上波の到達、流入を防止するため、既許可申請で示した方

針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の

運用を実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上波の到達、流入を防止するため、既許可

申請で示した方針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮

ゲート閉止等の運用を実施するとしており、これらの方針が解釈別記３の

規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護

２） 

解釈別記３は、取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水施設、放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続

による浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、漏

水箇所から浸水想定範囲内への経路を特定し、それらに対して浸水対策を

施すことにより、浸水範囲を限定することを要求している。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設への漏水による影響を防止する

ための浸水対策について、既許可申請で示した方針と同じとしている。 
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規制委員会は、重要な安全機能を有する施設への漏水による影響を防止

するための浸水対策について、既許可申請で示した方針から変更がないこ

とを確認した。 

 
（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に

ついて、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、

津波の流入による浸水範囲及び浸水量（※1）を保守的に想定した上で、耐

震性の低い配管等の破断箇所から浸水防護重点化範囲への流入経路を特

定し、それらに対して流入防止の対策を施すことにより、重要な安全機能

を有する施設が津波による影響を受けない設計とすることを要求してい

る。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び区画への津

波の流入防止対策について、既許可申請で示した方針と同じとしている。 

 

規制委員会は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び区画へ

の津波の流入防止対策について、既許可申請で示した方針から変更がない

ことを確認した。 

 

（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設へ

の影響防止 

① 海水ポンプの取水性 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能

保持できる設計であることを要求している。 

申請者は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できる設計とするため、既許可申請で示した方針に加え、以下の方針と

している。 

a. 基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運

用を実施する。 

b. 管路の水理解析に基づき、3,4 号炉海水ポンプ室前面の下降側の

入力津波高さを、T.P.-2.4m から T.P.-3.3m に変更する。この値

は、水理試験結果に基づく 3号炉及び 4号炉海水ポンプの設計取

水可能（最低）水位（T.P.-3.52m）を上回る水位であり、水位低

                                                   
（※1）屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断することによって、当該箇所から内部保  

有水及び津波による海水等が溢水し、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に流入するこ

とを考慮した浸水範囲及び浸水量 
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下に対して 3 号炉及び 4 号炉海水ポンプは機能保持できる。1 号

炉及び 2号炉海水ポンプの評価水位については、変更しない。 

規制委員会は、申請者が、基準津波による水位の低下に対して海水ポ

ンプが機能保持できる設計とするため、既許可申請で示した方針に加え、

基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運用を

実施するとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合している

こと及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能保持確認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動

及び堆積並びに漂流物について評価することを要求している。また、原

子炉補機冷却海水系は、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対して通水性

を確保できること、砂の混入に対して機能を保持することを要求してい

る。 

申請者は、海水取水トンネル呑み口、非常用海水路呑み口、海水ポン

プ室の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の評価について、既

許可申請で示した方針に加え、以下のとおりとしている。 

a. 海水取水トンネル呑み口、非常用海水路呑み口並びに海水ポンプ

室の砂の移動及び堆積 

基準津波に伴う砂の堆積について、砂移動解析の結果、1 号炉

及び 2 号炉については、非常用海水路呑み口、非常用海水路及び

海水ポンプ室内並びに海水ポンプ下端の砂の堆積が少ないことか

ら、非常用海水路呑み口から海水ポンプ下端までの取水経路は閉

塞しない。3 号炉及び 4 号炉については、海水取水トンネル呑み

口、海水取水トンネル及び海水ポンプ室内並びに海水ポンプ下端

の砂の堆積が少ないことから、海水取水トンネル呑み口から海水

ポンプ下端までの取水経路は閉塞しない。 

b. 混入浮遊砂に対する海水ポンプの機能保持 

本発電所で使用している海水ポンプについて、砂が混入しても

軸固着しにくい構造とする。具体的には、海水ポンプ取水時に浮

遊砂の一部がポンプ軸受に混入したとしても、約 3.7mm（1 号炉及

び 2 号炉海水ポンプ）、約 4.2mm（3 号炉及び 4号炉海水ポンプ）

の異物逃がし溝から排出される構造とする。 

一方で、本発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mm で、数 mm以上

の砂は僅かであり、基準津波での海流速では、粒径数 mm 以上の砂
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は浮遊しにくいことを踏まえると、大きな粒径の砂はほとんど混

入せず、海水ポンプの取水機能は保持できる。 

c. 取水口及び放水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口及び放水口付近の漂流物について、本発

電所構内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船については、基準津

波３及び基準津波４が襲来した場合には緊急退避しないが、物揚

岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらないこと

及び着底や座礁により航行不能にならないことから、取水性に影

響を与える漂流物とはならない。 

 
規制委員会は、申請者が、基準津波による取水口付近の砂の移動及び

堆積並びに海水ポンプへの砂の混入並びに取水口及び放水口付近の漂

流物の影響を評価し、それらの結果を踏まえ原子炉補機冷却海水系の機

能を保持することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
（６）津波監視 

津波ガイドは、津波監視設備を設置して敷地への津波の繰り返しの襲来

を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の機能を確実に確保することを示

している。 

申請者は、既許可申請で示した方針に加え、津波監視設備として、2 号

炉海水ポンプ室の T.P.+7.1m の位置に 1号炉及び 2号炉共用である潮位計

を設置する。潮位計は、津波水位約 T.P.-9.9m～T.P.+6.6m を測定範囲とし

て上昇側及び下降側の津波高さが計測できる設計とし、1 号及び 2 号炉中

央制御室から監視可能な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確保

するために津波監視設備を設置して、敷地への津波の繰り返しの襲来を察

知すること及び当該設備により昼夜問わず原子炉制御室から監視可能と

しており、これらの方針が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
４．施設又は設備の設計方針及び条件 

解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備について、入

力津波に対して津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能が保持できるこ

とを要求している。また、津波影響軽減施設及び設備について、津波による影

響の軽減機能が保持できることを要求している。 
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申請者は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計について、

既許可申請で示した方針と同じとしている。 

 
規制委員会は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計につい

て、既許可申請で示した方針から変更がないことを確認した。 

 
Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原

則として多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。 

また、同条第６項の規定は、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施設

において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、共

用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合は、この限りではないとしている。 

申請者は、潮位観測システム（防護用）について、津波監視に必要な設備を含め、

それぞれ、1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の津波防護施設として位置付けてい

る。さらに、潮位観測システム（防護用）のうち潮位計について、取水路上の異な

る位置に設置するとともに、潮位観測システム（防護用）について、「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30 日原子力

安全委員会決定）に基づきクラス１（ＭＳ－１）に分類して合理的に達成しうる最

高度の信頼性を確保し、かつ、維持できる設計とするとしている。また、潮位観測

システム（防護用）を 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉で共用することで、津波

の観測を複数台により監視することが可能となり、取水路防潮ゲートの閉止判断の

確実性を確保することができる。これにより、1号、2号、3号及び 4号のいずれの

発電用原子炉施設も基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計

することから、二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上するとしている。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、潮位観測システム（防護用）について、

安全機能の重要度分類を、取水路防潮ゲートとは異なるＭＳ－２としていたこと、

並びに、潮位観測システム（防護用）の設備の構成及び機能の詳細を示していなか

ったことから、規制委員会は、津波防護施設として必要な設備を明確化するよう求

めた。 

これに対し申請者は、以下の方針を示した。 

・津波を観測するために必要な設備である潮位観測システム（防護用）について、

潮位計（中央制御室に観測データを伝送するための耐震性を有する有線設備、

観測値を閉止判断基準と比較するための演算機能及び閉止判断基準への到達

を知らせる警報発信機能を有する観測値監視用モニタ設備、並びに外部電源喪
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失時の給電設備を含む。）、並びに、1号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及び

4 号炉中央制御室で取水路防潮ゲートの閉止判断を共有するための通信設備で

ある衛星電話（津波防護用）で構成し、津波防護施設として位置付ける。 

・潮位観測システム（防護用）について、1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉にそ

れぞれ設置し、共用することで多重化するとともに、取水路上の異なる 4か所

の潮位を連続して観測できるようにする。 

・潮位観測システム（防護用）について、安全機能の重要度分類を取水路防潮ゲ

ートと同等（ＭＳ－１）とする。 

・基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止の判断について、潮

位観測システム（防護用）のうち 2台の潮位計の観測潮位が閉止判断基準に到

達したことを確認した場合に取水路防潮ゲートを閉止する等の手順を整備す

る。 

・津波監視について、1号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及び 4号炉中央制御

室で連携するため、潮位観測システム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）

を多重化して設置する。 

 
規制委員会は、取水路防潮ゲートの閉止に用いる潮位観測システム（防護用）を

重要安全施設として分類し、かつ、潮位観測システム（防護用）のうち潮位計を取

水路上の異なる位置に設置するとの設計方針について、潮位観測システム（防護用）

の多重性又は多様性及び独立性を確保し、取水路防潮ゲートと同等の信頼性の下で

安全機能を発揮できる設計方針であることを確認するとともに、潮位観測システム

（防護用）を共用することにより、1号、2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の安

全性が向上することを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断

した。 

 
Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

第２６条第１項の規定は、原子炉制御室について、発電用原子炉施設の外の状況

を把握する設備を有するものとすることを要求している。 

申請者は、中央制御室における津波監視について、1号及び 2号炉中央制御室に

おいて 1 号炉海水ポンプ室及び 2 号炉海水ポンプ室に設置する潮位観測システム

（防護用）のうち潮位計により津波監視を行い、かつ、3号及び 4号炉中央制御室

において 3、4 号炉海水ポンプ室に設置する潮位観測システム（防護用）のうち潮

位計により津波監視を行う設計とした上で、閉止判断基準に到達したことを確認し

て、取水路防潮ゲートの閉止操作機能を有する 1号及び 2号炉中央制御室において

取水路防潮ゲートの閉止操作を確実に行えるように、潮位観測システム（防護用）

のうち衛星電話（津波防護用）を用いて中央制御室間の連携を確保するとしている。 
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なお、申請者は、連携手段の多様性を拡張するため、通信連絡設備として設置し

ている固定電話等を用いても中央制御室間で連絡できる設計とするとともに、無線

設備を用いてデータを伝送することにより、他方の中央制御室でも確認できる設計

とするとしている。 

 
なお、審査の過程において、申請者は、それぞれの中央制御室が独立して津波監

視を行うとの設計方針を示したが、規制委員会は、取水路防潮ゲートの閉止操作機

能が 1号及び 2号炉中央制御室のみに設けられていることを踏まえて、中央制御室

間で連携して津波監視を行うことを求めた。 

これに対し申請者は、中央制御室間の連携を確保して津波監視を行う設計に見直

すこととし、1号及び 2号炉中央制御室と 3号及び 4号炉中央制御室が、潮位観測

システム（防護用）の構成設備である衛星電話（津波防護用）を用いた連携により、

閉止判断基準到達の有無に係る判断内容を相互に確認した上で、1号及び 2号炉中

央制御室において取水路防潮ゲートを閉止するとの設計方針とするとした。 

 

規制委員会は、申請者による津波監視の設計方針が、中央制御室間で連携して監

視できる設計方針であることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するも

のと判断した。 

 
Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（1

号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設の変更）」（2019 年 9 月 26 日申請、2020

年 8 月 20 日、2020 年 9月 3 日及び 2020 年 10 月 5 日補正）を審査した結果、当該

申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に

限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 

なお、本件申請に係る高浜発電所について、規制委員会は、平成 31 年度第 4 回

原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模は 11 

㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連の巨大

噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において想定す

べき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づけば、火山事

象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、設置許可基

準規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３の

２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更すべき旨、令和元

年6月19日に関西電力株式会社に命じたところである。関西電力株式会社からは、

令和元年 9 月 26 日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされている。 
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規制委員会は、(ⅰ）平成 31 年度第 4回原子力規制委員会において判断したとお

り、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記のと

おり認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が大き

な影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、(ⅱ）上記の命令の適切

な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況に照

らせばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでいる現在の状況下

における本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山事象に係る「想定さ

れる自然現象」については、既許可の想定を前提として、本件申請についての基準

適合性を判断したところである。 
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【別紙５】



 

【別紙６】 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 関西電力株式会社 

執行役社長 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

高浜発電所の発電用原子炉の設置変更（１号、２号、３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）について 

 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３５号（２０２０年８月２０日付け関

原発第２６７号、２０２０年９月３日付け関原発第３０３号及び２０２０年１

０月５日付け関原発第３４０号をもって一部補正）をもって、申請のあった上記

の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、許可します。 
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 （修正案）  
 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

参考資料１ 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭

和 32年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第

１項に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委

員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「高浜発電所発電用原子炉設置

変更許可申請書（1号、2号、3号及び 4 号発電用原子炉施設の変更）」（2019 年

9 月 26 日申請、2020 年 8 月 20 日、2020 年 9 月 3 日及び 2020 年 10 月 5 日補

正）（以下「本申請」という。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以

下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を

設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、

技術的能力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に

適合するものであること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉

が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理

的基礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の

体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関

する審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能

力に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関す

る審査指針（平成 16年 5月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能

力指針」という。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技
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発第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重

大事故等防止技術的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 

日原子力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及

び実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制

委員会決定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。）。 

同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈にお

いて規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準（原規技発第 1306195 号（平成 25年 6月 19日原子力規制委員会決

定））に適合しているかどうかについても確認した。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイドを参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」とい

う。） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力

指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査

内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、

文章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 
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Ⅱ 変更の内容 

申請者は、高浜発電所（以下「本発電所」という。）における基準津波として津波

警報等が発表されない可能性のある「隠岐トラフ海底地すべり」を波源とする津波

を追加し、あわせて、本発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の津波による損

傷の防止に関連する記載事項並びに津波防護施設に関連する記載事項の一部を変

更するとしている。 

具体的には、以下のとおりとしているする。 

１．基準津波について、令和 2 年 1 月 29 日付け原規規発第 2001292 号をもって

許可した本発電所の発電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」とい

う。）の基準津波１及び基準津波２に加えて、新たに津波警報等が発表されな

い可能性のある津波として、基準津波３及び基準津波４を策定する。各基準津

波は以下のとおりである。 

（１）津波警報等が発表される津波波源のうち、取水路防潮ゲートが閉止され

る波源である基準津波 

・基準津波１「若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）

の組み合わせによる津波」 

（２）津波警報等が発表される津波波源のうち、取水路防潮ゲートが閉止され

ない波源である基準津波 

・基準津波２「ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層と陸上地すべり（No.14）の組

み合わせによる津波」 

（３）津波警報等が発表されない可能性のある津波波源である基準津波 

・基準津波３「隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）による津波」 

・基準津波４「隠岐トラフ海底地すべり（エリアＣ）による津波」 

２．基準津波３及び基準津波４は、遡上波の敷地への到達、流入及び水位低下に

よる海水ポンプへの影響（以下「施設影響」という。）を及ぼすおそれがある。

そのため、潮位観測システム（防護用）を設置し、津波の潮位変動を観測し、

津波襲来の判断基準に到達した場合、1 号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及

び 4 号炉中央制御室の連携により、取水路防潮ゲートを閉止する等の運用を実

施し、施設影響を防止する。 

３．そのため、設置する潮位観測システム（防護用）について、取水路上の異な

る 4 か所の水位変動を連続して観測できる運用とするとともに、津波防護施設

に位置付けた上で、安全上の重要度分類を、取水路防潮ゲートと同等とする。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、既許可申請からの変更はないとしている。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 
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Ⅳ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

 

本申請の経緯は以下のとおりである。 

平成 31年 1月 16 日に開催された第 53回原子力規制委員会において、平成 30年

12月にインドネシア・スンダ海峡で発生した火山現象による津波被害に関連し、申

請者に対して本発電所の津波警報が発表されない可能性のある「隠岐トラフ海底地

すべり」による津波について、取水路防潮ゲートが開状態での遡上評価、津波によ

る海水ポンプ等の重要な設備への影響等の確認を求めることとした。 

原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和元年 5月 29 日に申請者から評

価結果の提出を受け、同年 6 月 13 日に規制委員会の山中委員及び石渡委員出席の

もと「警報が発表されない可能性のある津波への対応の現状聴取に係る会合」（以

下「現状聴取会合」という。）において当該評価結果について説明を受けるととも

に、その内容について確認を行った。 

規制委員会は、規制庁から、その結果を令和元年 7 月 3 日に開催された第 16 回

原子力規制委員会において報告を受け、本発電所における津波影響評価において、

「隠岐トラフ海底地すべり」による取水路防潮ゲート開状態での津波は、基準津波

として選定される必要があり、適切な期間内に基本設計ないし基本的設計方針を変

更するための設置変更許可申請が行われる必要があるとの規制庁の評価について、

了承した。 

これを受けて、申請者は、令和元年 7 月 16 日に、当該事項に係る本発電所の設

置変更許可申請を行うことを規制庁に伝え、本申請に至ったものである。 

 

申請者は本申請において、現状聴取会合における確認の経緯も踏まえ、「Ⅱ 変

更の内容」に示したとおり、基準津波の追加、取水路防潮ゲートの運用変更及び潮

位観測システム（防護用）の設置を行うとしている。 

 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） 

Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

 

なお、申請者は、潮位観測システム（防護用）の設置に関連する第３条（設計基

準対象施設の地盤）、第４条（地震による損傷の防止）、第６条（外部からの衝撃に

よる損傷の防止）、第７条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）、第８
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条（火災による損傷の防止）、第９条（溢水による損傷の防止等）及び第１０条（誤

操作の防止）（以下「第３条等」という。）に関する既許可申請の設計方針、並びに

重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力に関しては、既許可申請

の内容を変更しないとしている。 

これに対し規制委員会は、第３条等に関する既許可申請の設計方針、並びに重大

事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力について変更を要さないこ

とを確認している。 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

第５条は、設計基準対象施設について、基準津波に対して安全機能が損なわれる

おそれがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 基準津波 

１．基準津波の策定方針等 

２．海底地すべりによる津波 

３．基準津波の策定等 

Ⅳ－１．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

２．基本事項 

３．津波防護の方針 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波につい

て、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、

地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定
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することを要求している。また、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、

斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定し、

不確かさを考慮して数値解析を実施し、策定することを要求している。 

申請者は、本申請において、既許可申請で策定した基準津波１及び基準津波２に

加え、基準津波３及び基準津波４を策定している。また、基準津波の策定に当たっ

ては、「１．基準津波の策定方針等」に示すとおり、基準津波の策定方針及び基準津

波策定のための津波水位評価における条件を整理している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した津波評価の内容について審査した結果、本申請

において策定された基準津波３及び基準津波４は、地震以外の要因である海底地す

べりによる津波であり、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して数値解析を実施し、適切に策定されていることから、解釈別記３の規

定に適合していることを確認した。 

 

１．基準津波の策定方針等 

申請者は、本申請において、基準津波を追加するに当たり、基準津波の策定

方針及び基準津波策定のための津波水位評価における条件のうち、津波警報等

が発表されない可能性のある津波について、以下のとおりとしている。 

（１）基準津波は、敷地遡上の防止及び海水ポンプの取水性確保の観点から、

各評価点において本発電所への影響が大きい波源を策定する。津波警報等

が発表されない場合には取水路防潮ゲートを閉止することができないの

で、取水路からの津波侵入によって取水路防潮ゲート内において水位変動

が比較的大きくなることを踏まえ、評価点を次のとおりとした。 

・1号炉海水ポンプ室、2号炉海水ポンプ室、3,4号炉海水ポンプ室及び 3,4

号炉循環水ポンプ室 

（２）上記のいずれかの評価点において水位が敷地高さを上回る波源、又は、

各海水ポンプ室のうちいずれかの評価点において海水ポンプの取水可能

水位を下回る波源がある場合には、当該波源全てを基準津波として策定す

る。 

（３）津波に伴う水位変動の評価における計算手法、計算領域及び地形モデル

は、既許可申請と同様とした。ただし、津波警報等が発表されない場合に

おいて、水位下降側の評価では、循環水ポンプ及び海水ポンプが全て稼働

した条件とする。また、水位が敷地高さを上回る波源又は海水ポンプの取

水可能水位を下回る波源を確認するための評価水位は、計算水位に潮位条

件（バラツキを含む。）及び高潮裕度を加えたものとする。 
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２．海底地すべりによる津波 

解釈別記３は、地震以外の要因による津波について、地すべり、斜面崩壊そ

の他の地震以外の要因を考慮し、津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの

設定に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津波に係る調査及び津波

の伝播経路に係る調査を行うことを要求している。また、基準津波の策定に当

たっては、適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確かさの考慮に当た

っては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確か

さの要因及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いに

よる不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。 

申請者は、地震以外の要因である海底地すべりによる津波評価の内容を以下

のとおりとしている。 

（１）文献調査の結果、地震以外を要因とする日本海における津波の記録とし

ては、火山現象に伴う山体崩壊を要因とする 1741 年渡島沖の津波がある

ものの、その他に海底地すべり等、地震以外の要因による津波の記録は認

められなかった。 

（２）海底地すべりについては、徳山他（2001）により示された隠岐トラフ付

近に分布する海底地すべり地形群について、文献調査に加え既往の海上音

波探査記録の再解析を行い、検討対象の海底地すべりを抽出した。海底地

すべりの崩壊規模については、崩壊部の鉛直断面積をもとに崩壊規模を順

位付けした。抽出した海底地すべりについて位置及び向きにより 3つのエ

リア（エリアＡ、Ｂ、Ｃ）に分け、算出した鉛直断面積に基づき、エリア

毎に海底地すべりの津波評価を実施した。 

（３）海底地すべりによる津波シミュレーションにおいては、初期水位形状の

算出に際して、Grilli and Watts(2005)及び Watts et al.(2005)による予

測式（以下「Watts 他の予測式」という。）及び佐竹・加藤（2002）による

運動学的地すべりモデル（以下「Kinematic モデル」という。）による予測

方法を用いた。また、水位評価に際して、非線形長波理論に基づく平面二

次元モデルを用いた。 

（４）（２）で抽出された海底地すべりのうち、各エリアで崩壊規模の最も大き

な海底地すべりについて、津波水位評価を実施した。その結果、エリアＢ

及びエリアＣにおける崩壊規模の最も大きな海底地すべりによる津波水

位が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可能水位を下回ると評価し

た。 

（５）（４）のとおり、エリアＢ及びエリアＣにおける崩壊規模の最も大きな海

底地すべりによる津波水位が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可

能水位を下回ることから、施設影響を及ぼすおそれのある波源を確認する
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ため、各エリアで崩壊規模の最も大きな海底地すべりに加え、エリアＢ及

びエリアＣそれぞれで崩壊規模が 2 位及び 3 位の海底地すべりについて

も、津波水位評価を実施した。また、エリアに関わらず、本発電所方向に

崩壊する海底地すべりについても津波水位評価を実施した。それらの評価

の結果、これらの津波で（４）に示す波源以外に水位が敷地高さを上回る

波源又は海水ポンプの取水可能水位を下回る波源はなかった。 

（６）これらの波源による各評価点での時刻歴波形を確認したところ、津波の

第 1波よりも第 2波以降の水位変動量が大きくなること、第 1波では施設

影響を及ぼすおそれがないものの、第 2波以降の水位変動により施設影響

を及ぼすおそれがあることを確認した。これらは、若狭湾における津波の

伝播特性によるものであることを確認した。 

（７）津波水位を評価した海底地すべりについては、その崩壊規模の算出に際

して、（２）に示すとおり、当該海底地すべりとして判読した地形の崩壊部

が一度に全て崩壊するものとして算出した。また、水位が敷地高さを上回

る又は海水ポンプの取水可能水位を下回る評価水位は、Kinematic モデル

による予測方法に基づくものであり、パラメータ設定に際して、Watts 他

の予測式から求まる最大伝播速度から算出した。以上のことから、崩壊規

模及び破壊伝播速度については、津波水位評価に用いた設定値を下回るよ

うな部分的な崩壊や破壊伝播速度が遅い崩壊である地すべりも発生する

可能性があり、そのような場合も水位が敷地高さを上回る又は海水ポンプ

の取水可能水位を下回る可能性がある。 

（８）（１）から（７）を踏まえ、崩壊規模及び破壊伝播速度については、津波

水位評価に用いた設定値を下回るような部分的な崩壊や破壊伝播速度が

遅い崩壊である地すべりも発生する可能性があり、そのような場合も水位

が敷地高さを上回る又は海水ポンプの取水可能水位を下回る可能性があ

るとしている。 

 

規制委員会は、申請者が実施した海底地すべりによる津波の評価については、

波源モデルの設定等に必要な調査を実施するとともに、不確かさを考慮して波

源の特性や位置等から考えられる適切な規模の津波波源を設定して適切な手

法で評価を行っていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認

した。 

 

３．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の時刻歴波形について、敷地前面海域の海底地形の

特徴を踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、
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施設から離れた沿岸域における津波を用いることを要求している。また、砂移

動の評価に必要な調査を行い、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積

に対して取水口及び取水路の通水性が確保できることを要求している。 

申請者は、本申請による基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 

（１）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となる

よう、既許可申請と同じ音海半島から北方に約 2 ㎞離れた海域の水深 55m

地点で定義した。 

（２）津波シミュレーションによる計算の結果から、「１．基準津波の策定方針

等」に示す策定方針に基づき、各ポンプ室で敷地高さを上回る水位及び海

水ポンプの取水可能水位を下回る水位となる「隠岐トラフ海底地すべりエ

リアＢ（Es－K5、Kinematic モデル）による津波」を基準津波３として策

定した。また、各ポンプ室で敷地高さを上回る水位となる「隠岐トラフ海

底地すべりエリアＣ（Es－T2、Kinematic モデル）による津波」を基準津

波４として策定した。 

（３）基準津波３及び基準津波４の水位評価においては、「２．海底地すべりに

よる津波」に示すとおり、崩壊規模及び破壊伝播速度を考えうる上限値で

設定しており、部分的な崩壊や破壊伝播速度が遅い崩壊となる可能性を考

慮すると、これらの値はより小さな値も取りうる可能性がある。そのよう

な場合でも水位が敷地高さを上回る波源又は海水ポンプの取水可能水位

を下回る波源となることは否定できないことから、基準津波３及び基準津

波４における崩壊規模及び破壊伝播速度は水位評価の際に用いた設定値

を上限として固定しないものとした。 

（４）基準津波定義位置における基準津波３による上昇側水位は最高 1.07m、

下降側水位は最低-1.14m である。また、基準津波４による上昇側水位は最

高 0.87m、下降側水位は最低-1.15m である。 

（５）基準津波３及び基準津波４に伴う砂移動の数値計算では、既許可申請と

同様に、藤井ほか（1998）及び高橋ほか（1999）の方法を用いて砂の堆積

厚を評価し、原子炉補機冷却系の取水に支障が生じないことを確認した。 

 

規制委員会は、本申請による基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏ま

え、各種の不確かさを十分に考慮して、適切な位置で適切に時刻歴波形として

策定されていること、また、基準津波による水位変動に伴う砂移動の評価が適

切に行われていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

 

Ⅳ－１．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 
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解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損な

われるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドは、重要な安全機

能を有する施設が、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計である

ことを基本方針として示している。 

申請者は、防護対象とする施設の選定について、既許可申請で示した方針と

同じとしている。 

 

規制委員会は、防護対象とする施設の選定について、既許可申請で示した方

針から変更がないことを確認した。 

 

２．基本事項  

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及

び敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項についてそ

れぞれを網羅的に示すこととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水

域の評価並びに漂流物の評価において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高及び並びに敷地周辺における河

川の存在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、既許可申

請で示した内容に加え、以下のとおりとしている。 

① 津波防護施設として、1 号及び 2 号炉中央制御室並びに 3 号及び 4 号

炉中央制御室に潮位観測システム（防護用）を設置する。 

② 津波監視設備として、2 号炉海水ポンプ室の東京湾平均海面（以下

「T.P.」という。）+7.1m の位置に潮位計を設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、耐津波設計の前提条件として必要な事項であ

る敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用いて網羅

的に示しており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 

（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 

解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺

の地形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度、

伝播経路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り
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込みを含め敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、

地震時の変状（地盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする

地形及び河川流路の変化が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす

影響を検討することを要求している。 

申請者は、遡上解析について、既許可申請で示した方針と同じとしてい

る。 

 

規制委員会は、遡上解析について、既許可申請で示した方針から変更が

ないことを確認した。 

 

（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値解析により、各施設、設備等

の設置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として

設定することを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波

による港湾内の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを

要求している。 

申請者は、入力津波の設定について、既許可申請で示した内容に加え、

「Ⅳ－１．１ 基準津波」で新たに策定した基準津波３及び基準津波４を

対象とし、取水路防潮ゲートを閉止する条件で時刻歴波形を設定するとし

ている。 

また、基準津波３及び基準津波４の追加に伴って、既許可申請における

評価点のうち 3,4 号炉海水ポンプ室前面について、下降側の入力津波高さ

を T.P.-2.4m から T.P.-3.3m に変更するとしており、その他の評価点につ

いては、既許可申請で示した入力津波高さから変更しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、入力津波の設定について、既許可申請で示し

た内容に加え、基準津波３及び基準津波４を対象とし、取水路防潮ゲート

を閉止する条件で時刻歴波形を設定するとしており、これらの方針が解釈

別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 

（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機

冷却海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も

考慮して保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う
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広域的な地殻変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を

実施することを要求している。 

申請者は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たっての考慮事項である水位変動並びに基準津波１及

び基準津波２に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、既許

可申請で示した内容と同じとしており、基準津波３及び基準津波４に伴う

地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、波源である隠岐トラフ海

底地すべりが地震に随伴するものではないため、発生しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、水位変動及び地殻変動について、既許可申請

で示した内容に加え、基準津波３及び基準津波４に伴う地殻変動による敷

地の隆起又は沈降については、発生しないとしていることから、これらの

方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえて

いることを確認した。 

 

３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドは、津波防護の基本方針が敷地の特性に応じたものであるこ

と、また、津波防護の概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明

示することを示している。 

申請者は、津波防護の基本方針について、既許可申請で示した方針に加

え、以下の方針を示している。 

① 基準津波３及び基準津波４について、津波警報等が発表されない可能

性があること、津波の第 1波よりも第 2波以降の水位変動量が大きく

なること、第 1波の水位変動では施設影響を及ぼすおそれがないこと

及び第 2波以降の水位変動により施設影響を及ぼすおそれがあること

を踏まえ、津波の第 1波の水位変動量が判断基準に到達した場合に循

環水ポンプ停止（プラント停止）後に取水路防潮ゲートを閉止する運

用（以下「取水路防潮ゲート閉止等の運用」という。）による津波防護

を実施する。 

② 基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運用

により施設影響を防止するため、津波防護施設として潮位観測システ

ム（防護用）を設置する。 

③ 取水路防潮ゲートを閉止する判断基準（以下「閉止判断基準」という。）

について、施設影響を及ぼすおそれのある津波を網羅的に確認できる

ように、また、平常時及び台風時の潮位変動の影響を受けないように、
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隠岐トラフ海底地すべりの崩壊規模及び破壊伝播速度のパラメータ

スタディ並びに若狭湾における津波の伝播特性を踏まえた増幅比率

から算出した値に対し、不確かさとして潮位のゆらぎ等を考慮し、「潮

位観測システム（防護用）のうち 2台の潮位計の観測潮位がいずれも

10 分以内に 0.5m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に

0.5m 以上上昇すること、又は、10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その

後、最高潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降すること」と設定する。

なお、潮位観測システム（防護用）に対する信頼性の確保については、

「Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係）」で記載している。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、閉止判断基準について、「潮位計

3 台のうち 2 台以上の観測潮位が、10 分以内に 1m 以上下降し、その後、

最低潮位から 10分以内に 1m 上昇すること」としていた。 

 

これに対して規制委員会は、以下の内容を求めた。 

① 閉止判断基準について、水位変動の規模に影響する波源の特性値を変

化させた影響評価を行い、施設影響を及ぼすおそれのある津波を見逃

さない設定であることを示すこと。 

② 取水路防潮ゲートの閉止が完了してから施設影響を及ぼすおそれの

ある波が取水路防潮ゲート前面に到達するまでの余裕時間を示した

上で、取水路防潮ゲート閉止等の運用が成立することを示すこと。 

これに対し申請者は、以下の方針を示した。 

① 施設影響を及ぼすおそれのある津波を見逃さない条件とするため、閉

止判断基準について、崩壊規模及び破壊伝播速度のパラメータスタデ

ィを踏まえ、施設影響を及ぼすおそれのない津波のうち敷地高さをわ

ずかに下回る津波も含めた水位変動量を設定し、下降波の先行到達の

条件に加え、上昇波の先行到達の条件も考慮する。また、設計及び工

事の計画の認可申請において、基本設計では評価することができない

潮位計の計装誤差を考慮して入力津波を作成し、この入力津波の第 1

波の水位変動量を閉止判断基準で確認できるか評価する。 

② 取水路防潮ゲートの閉止が完了してから施設影響を及ぼすおそれの

ある波が取水路防潮ゲート前面に到達するまで約 3 分あることから、

取水路防潮ゲート閉止等の運用は成立する。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護の基本方針について、既許可申請で

示した方針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート
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閉止等の運用を実施する方針としており、これらの方針が津波ガイドを踏

まえていることを確認した。 

 

なお、審査の過程において、規制委員会は、申請者の更なる安全性の向

上への取組として、津波の情報を早期に入手することにより取水路防潮ゲ

ート閉止等の運用を行う時間的な余裕を確保するよう、本発電所の構外に

おける観測潮位の活用について検討することを求めた。 

これに対し申請者は、基準津波３及び基準津波４に対し可能な限り早期

に対応するため、本発電所構外の津居山地点の観測潮位（以下「本発電所

構外の観測潮位」という。）について活用することを示した。 

なお、本発電所構外の観測潮位を活用した場合には、本発電所構内の潮

位観測システム（防護用）のみを取水路防潮ゲート閉止等の運用に用いる

場合と比較すると、取水路防潮ゲートを閉止するまでの時間を約 4分短縮

できるとしている。さらに、津居山地点以外の本発電所構外における観測

潮位の活用についても、将来的な更なる安全性の向上への取組として検討

するとしている。 

 

（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設が設置された敷地において、

基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないことを要求し

ている。また、取水路、放水路等の経路から流入させないことを要求して

いる。 

申請者は、遡上波の到達、流入を防止するため、既許可申請で示した方

針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の

運用を実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上波の到達、流入を防止するため、既許可

申請で示した方針に加え、基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮

ゲート閉止等の運用を実施するとしており、これらの方針が解釈別記３の

規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護

２） 

解釈別記３は、取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水施設、放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続

による浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、漏
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水箇所から浸水想定範囲内への経路を特定し、それらに対して浸水対策を

施すことにより、浸水範囲を限定することを要求している。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設への漏水による影響を防止する

ための浸水対策について、既許可申請で示した方針と同じとしている。 

 

規制委員会は、重要な安全機能を有する施設への漏水による影響を防止

するための浸水対策について、既許可申請で示した方針から変更がないこ

とを確認した。 

 

（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に

ついて、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、

津波の流入による浸水範囲及び浸水量（※1）を保守的に想定した上で、耐

震性の低い配管等の破断箇所から浸水防護重点化範囲への流入経路を特

定し、それらに対して流入防止の対策を施すことにより、重要な安全機能

を有する施設が津波による影響を受けない設計とすることを要求してい

る。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び区画への津

波の流入防止対策について、既許可申請で示した方針と同じとしている。 

 

規制委員会は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び区画へ

の津波の流入防止対策について、既許可申請で示した方針から変更がない

ことを確認した。 

 

（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設へ

の影響防止 

① 海水ポンプの取水性 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能

保持できる設計であることを要求している。 

申請者は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保持

できる設計とするため、既許可申請で示した方針に加え、以下の方針と

している。 

a. 基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運

用を実施する。 

                                                   
（※1）屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断することによって、当該箇所から内部保  

有水及び津波による海水等が溢水し、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に流入するこ

とを考慮した浸水範囲及び浸水量 
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b. 管路の水理解析に基づき、3,4 号炉海水ポンプ室前面の下降側の

入力津波高さを、T.P.-2.4m から T.P.-3.3m に変更する。この値

は、水理試験結果に基づく 3号炉及び 4号炉海水ポンプの設計取

水可能（最低）水位（T.P.-3.52m）を上回る水位であり、水位低

下に対して 3 号炉及び 4 号炉海水ポンプは機能保持できる。1 号

炉及び 2号炉海水ポンプの評価水位については、変更しない。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波による水位の低下に対して海水ポ

ンプが機能保持できる設計とするため、既許可申請で示した方針に加え、

基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止等の運用を

実施するとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合している

こと及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能保持確認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動

及び堆積並びに漂流物について評価することを要求している。また、原

子炉補機冷却海水系は、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対して通水性

を確保できること、砂の混入に対して機能を保持することを要求してい

る。 

申請者は、海水取水トンネル呑み口、非常用海水路呑み口、海水ポン

プ室の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の評価について、既

許可申請で示した方針に加え、以下のとおりとしている。 

a. 海水取水トンネル呑み口、非常用海水路呑み口並びに海水ポンプ

室の砂の移動及び堆積 

基準津波に伴う砂の堆積について、砂移動解析の結果、1 号炉

及び 2 号炉については、非常用海水路呑み口、非常用海水路及び

海水ポンプ室内並びに海水ポンプ下端の砂の堆積が少ないことか

ら、非常用海水路呑み口から海水ポンプ下端までの取水経路は閉

塞しない。3 号炉及び 4 号炉については、海水取水トンネル呑み

口、海水取水トンネル及び海水ポンプ室内並びに海水ポンプ下端

の砂の堆積が少ないことから、海水取水トンネル呑み口から海水

ポンプ下端までの取水経路は閉塞しない。 

b. 混入浮遊砂に対する海水ポンプの機能保持 

本発電所で使用している海水ポンプについて、砂が混入しても

軸固着しにくい構造とする。具体的には、海水ポンプ取水時に浮

遊砂の一部がポンプ軸受に混入したとしても、約 3.7mm（1号炉及
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び 2 号炉海水ポンプ）、約 4.2mm（3 号炉及び 4号炉海水ポンプ）

の異物逃がし溝から排出される構造とする。 

一方で、本発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mmで、数 mm以上

の砂は僅かであり、基準津波での海流速では、粒径数 mm以上の砂

は浮遊しにくいことを踏まえると、大きな粒径の砂はほとんど混

入せず、海水ポンプの取水機能は保持できる。 

c. 取水口及び放水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口及び放水口付近の漂流物について、本発

電所構内の物揚岸壁に停泊する燃料等輸送船については、基準津

波３及び基準津波４が襲来した場合には緊急退避しないが、物揚

岸壁への係留が維持できること、物揚岸壁に乗り上がらないこと

及び着底や座礁により航行不能にならないことから、取水性に影

響を与える漂流物とはならない。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波による取水口付近の砂の移動及び

堆積並びに海水ポンプへの砂の混入並びに取水口及び放水口付近の漂

流物の影響を評価し、それらの結果を踏まえ原子炉補機冷却海水系の機

能を保持することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（６）津波監視 

津波ガイドは、津波監視設備を設置して敷地への津波の繰り返しの襲来

を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の機能を確実に確保することを示

している。 

申請者は、既許可申請で示した方針に加え、津波監視設備として、2 号

炉海水ポンプ室の T.P.+7.1mの位置に 1号炉及び 2号炉共用である潮位計

を設置する。潮位計は、津波水位約 T.P.-9.9m～T.P.+6.6m を測定範囲とし

て上昇側及び下降側の津波高さが計測できる設計とし、1 号及び 2 号炉中

央制御室から監視可能な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確保

するために津波監視設備を設置して、敷地への津波の繰り返しの襲来を察

知すること及び当該設備により昼夜問わず原子炉制御室から監視可能と

しており、これらの方針が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 
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解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備について、入

力津波に対して津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能が保持できるこ

とを要求している。また、津波影響軽減施設及び設備について、津波による影

響の軽減機能が保持できることを要求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計について、

既許可申請で示した方針と同じとしている。 

 

規制委員会は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計につい

て、既許可申請で示した方針から変更がないことを確認した。 

 

Ⅳ－２ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原

則として多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。 

また、同条第６項の規定は、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施設

において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、共

用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合は、この限りではないとしている。 

申請者は、潮位観測システム（防護用）について、津波監視に必要な設備を含め、

それぞれ、1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の津波防護施設として位置付けてい

る。さらに、潮位観測システム（防護用）のうち潮位計について、取水路上の異な

る位置に設置するとともに、潮位観測システム（防護用）について、「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30日原子力

安全委員会決定）に基づきクラス１（ＭＳ－１）に分類して合理的に達成しうる最

高度の信頼性を確保し、かつ、維持できる設計とするとしている。また、潮位観測

システム（防護用）を 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉で共用することで、津波

の観測を複数台により監視することが可能となり、取水路防潮ゲートの閉止判断の

確実性を確保することができる。これにより、1号、2号、3号及び 4 号のいずれの

発電用原子炉施設も基準津波に対して安全機能を損なうおそれがないように設計

することから、二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上するとしている。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、潮位観測システム（防護用）について、

安全機能の重要度分類を、取水路防潮ゲートとは異なるＭＳ－２としていたこと、

並びに、潮位観測システム（防護用）の設備の構成及び機能の詳細を示していなか

ったことから、規制委員会は、津波防護施設として必要な設備を明確化するよう求

めた。 

これに対し申請者は、以下の方針を示した。 
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・津波を観測するために必要な設備である潮位観測システム（防護用）について、

潮位計（中央制御室に観測データを伝送するための耐震性を有する有線設備、

観測値を閉止判断基準と比較するための演算機能及び閉止判断基準への到達

を知らせる警報発信機能を有する観測値監視用モニタ設備、並びに外部電源喪

失時の給電設備を含む。）、並びに、1号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及び

4 号炉中央制御室で取水路防潮ゲートの閉止判断を共有するための通信設備で

ある衛星電話（津波防護用）で構成し、津波防護施設として位置付ける。 

・潮位観測システム（防護用）について、1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉にそ

れぞれ設置し、共用することで多重化するとともに、取水路上の異なる 4か所

の潮位を連続して観測できるようにする。 

・潮位観測システム（防護用）について、安全機能の重要度分類を取水路防潮ゲ

ートと同等（ＭＳ－１）とする。 

・基準津波３及び基準津波４に対する取水路防潮ゲート閉止の判断について、潮

位観測システム（防護用）のうち 2台の潮位計の観測潮位が閉止判断基準に到

達したことを確認した場合に取水路防潮ゲートを閉止する等の手順を整備す

る。 

・津波監視について、1号及び 2号炉中央制御室並びに 3号及び 4号炉中央制御

室で連携するため、潮位観測システム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）

を多重化して設置する。 

 

規制委員会は、取水路防潮ゲートの閉止に用いる潮位観測システム（防護用）を

重要安全施設として分類し、かつ、潮位観測システム（防護用）のうち潮位計を取

水路上の異なる位置に設置するとの設計方針について、潮位観測システム（防護用）

の多重性又は多様性及び独立性を確保し、取水路防潮ゲートと同等の信頼性の下で

安全機能を発揮できる設計方針であることを確認するとともに、潮位観測システム

（防護用）を共用することにより、1号、2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の安

全性が向上することを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断

した。 

 

Ⅳ－３ 原子炉制御室等（第２６条関係） 

第２６条第１項の規定は、原子炉制御室について、発電用原子炉施設の外の状況

を把握する設備を有するものとすることを要求している。 

申請者は、中央制御室における津波監視について、1号及び 2 号炉中央制御室に

おいて 1 号炉海水ポンプ室及び 2 号炉の海水ポンプ室に設置する潮位観測システ

ム（防護用）のうち潮位計により津波監視を行い、かつ、3号及び 4 号炉中央制御

室において 3、号炉及び 4号炉の海水ポンプ室に設置する潮位観測システム（防護
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用）のうち潮位計により津波監視を行う設計とした上で、閉止判断基準に到達した

ことを確認して、取水路防潮ゲートの閉止操作機能を有する 1号及び 2号炉中央制

御室において取水路防潮ゲートの閉止操作を確実に行えるように、潮位観測システ

ム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）を用いて中央制御室間の連携を確保す

るとしている。 

なお、申請者は、連携手段の多様性を拡張するため、通信連絡設備として設置し

ている固定電話等を用いても中央制御室間で連絡できる設計とするとともに、無線

設備を用いてデータを伝送することにより、他方の中央制御室でも確認できる設計

とするとしている。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、それぞれの中央制御室が独立して津波監

視を行うとの設計方針を示したが、規制委員会は、取水路防潮ゲートの閉止操作機

能が 1 号及び 2号炉中央制御室のみに設けられていることを踏まえて、中央制御室

間で連携して津波監視を行うことを求めた。 

これに対し申請者は、中央制御室間の連携を確保して津波監視を行う設計に見直

すこととし、1号及び 2号炉中央制御室と 3 号及び 4号炉中央制御室が、潮位観測

システム（防護用）の構成設備である衛星電話（津波防護用）を用いた連携により、

閉止判断基準到達の有無に係る判断内容を相互に確認した上で、1号及び 2号炉中

央制御室において取水路防潮ゲートを閉止するとの設計方針とするとした。 

 

規制委員会は、申請者による津波監視の設計方針が、中央制御室間で連携して監

視できる設計方針であることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するも

のと判断した。 

 

Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（1

号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設の変更）」（2019 年 9 月 26 日申請、2020

年 8月 20日、2020 年 9月 3 日及び 2020年 10月 5日補正）を審査した結果、当該

申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に

限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 

なお、本件申請に係る高浜発電所について、規制委員会は、平成 31 年度第 4 回

原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模は 11 

㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連の巨大

噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において想定す

べき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づけば、火山事

象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、設置許可基
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準規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３の

２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更すべき旨、令和元

年 6月 19日に関西電力株式会社に命じたところである。関西電力株式会社からは、

令和元年 9月 26日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされている。 

規制委員会は、(ⅰ）平成 31年度第 4回原子力規制委員会において判断したとお

り、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記のと

おり認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が大き

な影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、(ⅱ）上記の命令の適切

な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況に照

らせばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでいる現在の状況下

における本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山事象に係る「想定さ

れる自然現象」については、既許可の想定を前提として、本件申請についての基準

適合性を判断したところである。 
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1取⽔路防潮ゲート３⾨以上開が可能となる対応について

10/29審査会合にて、事業者から、取⽔路防潮ゲート（以下、ゲート）3⾨以上開の条件と、各号機の再
稼動の条件を明確に区別せずにご説明した部分があるため、改めてゲート３⾨以上開に必要な条件を整理
するとともに、事業者の考えを以下の通りお示しする。

①ゲート3⾨以上開の条件は、以下の通り。
 津波警報等が発表されない可能性のある津波（以下、警報なし津波)に係る使⽤前確認完了
 3・4号機SA⾼度化（SA時の給⽔⼿段としての送⽔⾞導⼊）に係る使⽤前検査完了

3・4号機SA⾼度化対応の完了をゲート3⾨以上開の条件とする理由は、3・4号機の警報なし津波の
基準適合にあたり、SA時の給⽔⼿段としての消防ポンプの取⽔性影響評価を含めておらず、本使⽤前
検査を完了し、送⽔⾞へ変更が必要なためである。
なお、3・4号機の予備送⽔⾞として１号機登録の予備送⽔⾞を⽤いるため、当該送⽔⾞の3・4号機と
しての一部使⽤承認が必要である。

②３・４号機の運転は、ゲート２⾨開の状態で警報なし津波の影響がないことを確認済みであり、ゲート2
⾨開の状態で運転可能となる。
この間は、既工認で認可を得た消防ポンプをＳＡ時の給⽔⼿段として⽤い運転する。

③３・４号機の特重施設の使⽤前検査の完了は、ゲート3⾨以上開の条件ではなく、各号機の使⽤前検
査完了が、３号機、４号機の運転再開条件になる。

添付︓⾼浜発電所 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応⼿続きと取⽔路防潮ゲート3⾨以上開の条件
参考︓並⾏して審査・検査中の案件の処分の⾒通しおよび対応に必要な期間(第９１５回審査会合資料1-1再掲)
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〜2019年 2020年 2021年

・・・ 〜7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ ３⽉ 4⽉〜

1・2
号機

設工認・
使⽤前検査

定期事業者検査
1号機

2号機

3・4
号機

設工認・
使⽤前検査

定期事業者検査
3号機

4号機

⾼浜発電所 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応⼿続きと取⽔路防潮ゲート３⾨以上開の条件

一括工認
(新規制)

一括工認
(SA⾼度化) 一括工認(警報なし津波)

12/25 
送⽔⾞ 使⽤前検査
(機能・性能検査)

変認変認

１号機 使⽤前検査(ＳＡ⾼度化含む一括工認)

使⽤前確認
(警報なし津波)

2016/6/10認可▼ 10/16申請▼ 認可(希望)▽▼2/19認可

▼2/19認可

2/26 検査申請

２号機 使⽤前検査(ＳＡ⾼度化含む一括工認)

個別設工認(警報なし津波)

12/20 検査
送⽔⾞ 使⽤前検査
(機能・性能検査)

11/10検査申請

個別工認
(SA⾼度化)

使⽤前検査(ＳＡ⾼度化)※

使⽤前確認
(警報なし津波)

▼10/16申請

補正（一本化）▽

▽認可(希望)

３号機 使⽤前検査(特重)
〜12/11 検査

▼2019/8/7
認可

個別工認
(特重)

４号機 使⽤前検査(特重)

2019/8/13検査申請

ゲート２⾨開 （3・4号機の運転に警報なし津波の影響がないことを確認済み） 以降、ゲート３⾨以上開放が可能となる

新規制基準への対応に必要な
DB設備及びSA設備の設計と
工事計画を審査
送⽔⾞の適合性も審査

SA⾞両の燃料を重油に統一し、
補給作業を合理化
1,2号機の送⽔⾞の燃料を、
軽油から重油に変更
予備送⽔⾞を全共⽤に変更

再稼働に必要なSA設備等
が技術基準に適合している
ことを確認

SFPや炉心等へ海⽔注⽔する消防ポンプ
(ガソリン)を送⽔⾞(重油)に変更
送⽔⾞の適合性も審査
要員、所要時間の⾒直しの実施

特定重大事故等の対応
に⽤いる施設の設計と工
事計画を審査

警報なし津波検知に必要な潮位観測システム(防護⽤)の設
計と工事計画を審査
警報なし津波を考慮した⼊⼒津波に対する施設影響を評価
⼊⼒津波の変更に対する送⽔⾞などの取⽔性の影響を評価

潮位観測システム(防護⽤)の機
能・性能検査、等の実施状況を
確認

2/5(予定) 
送⽔⾞ 使⽤前検査
(消防ポンプから送⽔⾞への変更)

基準津波1,2で審査・検査

ゲート3⾨以上開の条件

基準津波3,4含め審査・検査

※3,4号機の送⽔⾞の運⽤は、１号機の予備送⽔⾞を3,4号機の予備としても⽤いるため、これに係る検査の完了も必要

潮位観測システム(防護⽤)の機能・性能検査、等
の実施状況を確認
基準津波３・４を考慮した送⽔⾞の取⽔性に係る
検査は、審査の結果、必要があれば実施

警報なし津波検知に必要な潮位観測システム(防護⽤)の設計と工事
計画を審査
警報なし津波を考慮した⼊⼒津波に対する施設影響を評価
⼊⼒津波の変更に対する送⽔⾞などの取⽔性の影響を評価

凡例

主蒸気逃がし弁機能検
査他

主蒸気逃がし弁漏えい
検査他

蒸気タービン開放検査
他

計測制御系監視機能
検査他

１次系換気空調設備
検査他

非常⽤予備発電装置機
能検査他

１次系ポンプ機能検査
他

非常⽤予備発電装置機
能検査他

直流電源系機能検査他

【以降検討中】
実績無 実績無 実績無 直流電源系機能検査

他

【以降検討中】

総合負荷性能検査他

【時期検討中】
格納容器

漏洩率検査他
非常⽤炉心冷却系機

能検査他
放射線監視装置機能

検査他
燃料集合体
外観検査他

1次系換気空調設備
検査他

1次系熱交換器検査
他

【以降検討中】
蒸気発生器伝熱管体

積検査他
燃料集合体
外観検査他実績無実績無実績無

特重・SA⾼度化の警報なし津波に
よる審査は、警報なし津波の設工
認に反映

特重設備に係る材料・寸法検査、
機能・性能検査等を実施

送⽔⾞の性能試験検査、等を実施
3,4号機の警報なし津波の適合には、既許可の消
防ポンプの取⽔性影響評価を含まないため、本使⽤
前検査完了（消防ポンプから送⽔⾞への変更）が
ゲート3⾨以上開の条件
（検査完了までは、既工認で認可を得た消防ポン
プをＳＡ時の給⽔⼿段として⽤い運転）

添付
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